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広島総合法律会計事務所は
企業・市民の皆様の様々な問題をワンストップでサポートします

グループ内の法律事務所、税理士事務所、公認会計士事務所、社会保険労務士事務所、

相互の連携により、ワンストップで対応いたします。

★事務所受付時間　 平日 9：00～18：00
（ただし、12：00～13：00はお昼休みをいただいております。）

〒730－0004 広島市中区東白島町14－15  NTTクレド白島ビル7F
http://www.hiroso.jp/ 

■ 広島電鉄路面電車　白島電停（徒歩1分）
■ 広島高速交通アストラムライン 「城北駅」 (徒歩8分）
■ JR「新白島駅」 （徒歩10分）

新白島駅

弁護士法人　広島総合法律会計事務所

広島総合税理士法人　広島総合公認会計士共同事務所

広島総合社会保険労務士法人

TEL：082－227－1100　FAX：082－227－1200

TEL：082－227－1414　FAX：082－227－1122

TEL：082－227－1005　FAX：082－227－1400
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　本年８月より、広島総合社会保険労務士法人の

パートナーに就任致しました。引き続きご愛顧のほ

ど、よろしくお願い申し上げます。

　社労士部門が法人化してから12年目を迎えまし

た。昨年春に執務室を拡張後、新たなスタッフ３名

を迎えて、現在、社労士部門は総勢19名に。このう

ち社労士６名体制で、そ

れぞれの持ち味を活かし

ながら、協力し合い、意

欲的に業務に当たってお

ります。クライアントの

皆様からの格別なご支援

とお引き立てに心より感

謝申し上げます。

　私は、令和元年にこち

らの社労士部門に入所致しました。社労士登録は十

数年前、右も左も判らぬまま社労士の業界に飛び込

んだのは二十数年前のことになります。その間、多

くの方々に支えていただきながら、あっという間に

時間が経ちました。最近は、瞬きをするごとにひと

月が経過しているのではないかと感じるほど月日の

経つのが早く、「令和７年」の年号に慣れないうち

に「令和８年」を迎えることになりそうです。

　ここ数十年の間に、リーマンショック、新型コロ

ナウイルス感染症の感染拡大による雇用への影響、

新たな法律の施行や改正、ＡＩの登場並びにビジネ

ス分野での活用もあって、人々の意識や働き方も様

変わりし続けています。そのような状況において

も、確かな専門性と変化を恐れない姿勢で、常に最

新の法改正情報と専門分野での動向をリサーチし、

ニーズに対して的確にお応えできる事務所でありた

いと願っております。

　特に昨今は、気候変動により熱中症リスクが年々

高まっています。夏場の気温上昇に伴って、労災も

増えており、厚生労働省の令和６年の統計データに

よると、４日以上の休業を必要とした労災は1,257

人（このうち死亡が31人、約７割は屋外での業務）

に上ります。労災に至った要因としては、初期症状

の放置と対応の遅れが挙げられるところから、現場

で症状を重篤化させないための適切な対策の実施を

求められることとなり、本年６月１日より、職場に

おける熱中症対策が義務化されました。この改正に

より、対象となる作業場において、熱中症重篤化防

止のための措置（体制整備・手順作成・関係者への

周知）が必要となります。

　最後に、全国社会保険労務士会連合会の活動につ

いてご案内致します。労働社会保険諸法令の遵守や

職場環境の改善に積極的に取り組み、企業経営の健

全化を進める企業を社労士が診断・認証する制度

「社労士診断認証制度」が令和２年４月よりスター

トしています。認証を受けた企業の情報や最新の労

務関連情報をウェブサイトに掲載し、求人活動にお

いての差別化、労務コンプライアンスへの取り組

み、「人を大切にする企業」をアピールしたい場合

に企業PRとして活用いただける制度を目指してい

ます。

　今後も、クライアントの皆様のニーズに真摯に向

き合い、専門性の高いサービスを提供し、お役に立

てるよう精進してまいりますので、引き続きご指導

ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

　猛暑厳しき折、どうぞご自愛の上お過ごしくださ

いませ。

社会保険労務士　木戸　智香
 暑中お見舞い申し上げます
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　昨年１０月２６日、当事務所で長年にわたり弁護

士として活躍された古田隆規弁護士が、８９歳で

亡くなりました。

　古田弁護士は広島市中区出身で九州大学法学部

を卒業後、昭和４４年、大阪弁護士会に登録（２１

期）。昭和４８年、広島弁護士会に登録変更さ

れ、平成５年に広島弁護士会会長、平成８年に日

弁連副会長、平成１２年に（財）法律扶助協会広

島県支部長を歴任されました。広島弁護士会で

は、財務、刑事弁護センター、法律相談セン

ター、平和推進委員会の各委員長を務められまし

た。亡くなるまで実に５５年の現役生活でした。

　平成５年６月には、医師会、被団協、連合広島

などと結成した「原爆ドームの世界遺産化をすす

める会」の代表委員に就任し、国会や政府を動か

すための署名活動、請願書提出など、先頭に立っ

て取り組まれました（世界遺産化が平成８年に決

定）。原爆投下当時は小学生で、親と離れた疎開

先で寂しく、ひもじい思いをした記憶が原点にあ

り、江田島の旧海軍兵学校にも時々足を運んで、

特攻兵らの遺影や遺書に思いを馳せるのだと語ら

れていました。

　包容力、人望があり、歌も得意でコンサートを

開いたり、娘さんのピアノ伴奏入りのＣＤを作っ

て弁護士会員に配るなど、プライベートでも人生

を謳歌されました。私どもは、広島の弁護士とし

て、古田弁護士の信念を受け継ぎ、これからも業

務に邁進してまいります。

古田隆規弁護士を偲んで

弁護士　河合　直人
税理士　小平　祥彦

　税務的・法的説明よりも前に、親族内承継におい

ては、準備期間と後継者育成、支援体制作りが重要

です。承継の体制・方針が確定した後に、株式を売

買で譲渡するのか、贈与で譲渡するのか、といった

方式の判断を行います。贈与の場合には贈与税が問

題となり、暦年贈与や相続時精算課税制度の利用を

検討することになります。

　売買・贈与に共通しますが、非上場株式をどのよ

うに評価するのか、その評価方法を踏まえた評価額

の引き下げ方法、納税猶予制度の利用なども検討の

対象となります。

　急な承継に備え、遺言を作成しておいた方が良い

ですが、比較的簡易な方法である「遺言書保管制

度」というものもあります。遺言の内容面では遺留

分への配慮が必要で、家裁での事前放棄、特別法に

よる固定合意や除外合意も可能であれば利用を試み

ても良いでしょう。

　相続の場合、相続税への対処も必要です。相続税

の概算計算、引き下げ方法の検討と納税資金対策と

いったものが主なものになります。また、事業承継

税制の適用を受けるべきかどうか未確定であって

も、提出期限が2026年3月31日とされていますの

で、適用が可能なのであれば、ひとまず準備を行っ

て、提出するというのも合理的かと思います。

　事業承継を目的として、親族外に事業承継を図る

こと、いわゆる「Ｍ＆Ａ」をすることもあります。

親族内で事業承継の候補者がいない場合であって

も、Ｍ＆Ａによって事業を承継してもらうことに

よって、事業、従業員の雇用を維持できる等のメ

リットがあります。

　Ｍ＆Ａ取引は、Ｍ＆Ａの目的・スキームの策定、

候補者の選定、デューデリジェンス、売買条件の交

渉等、最終合意までの一連の手続きには相応の時間

を要します。

　Ｍ＆Ａとひと口に言っても、合併、会社分割、事

業譲渡、株式譲渡といった典型的なスキームの他、

ＭＢＯ（経営陣による買収）など、様々な手法があ

りますので、会社ごとの事業承継の目的に合致した

スキームを選択します。

　また、売買条件の中心である株式価値の評価手法

においても複数の考え方があり、いかなる手法を採

用し、会社の状態をどのように評価するか、交渉が

なされます。適正な評価がなされるためには、例え

ば、経営計画の策定、法令に則った規程の整備や、

労務管理がなされているかといったこともポイント

になります。

　こうした点は、一朝一夕に準備できるものではあ

りませんので、将来の事業承継を見越して、社内で

早期に取り組みを開始しておくことが重要です。

  A＆Aセミナー　「事業承継連続セミナー」

　中小企業において、会社を存続させていくためには、事業承継は避けて通ることのできない課題です。

　この度、事業承継のうち、親族内承継と親族外承継というテーマに分けて、2回の連続セミナーを開催しました。

　法務、税務・会計、人事労務の各分野を横断的に、事業承継を行う際にどのような選択肢があり、どのような

準備が必要か、どのような点に注意すべきなのかなどについて解説をしました。

弁護士　向井　　良
税理士　岡本　倫明

社会保険労務士　小山　儀典

親族内承継セミナー（1月23日開催）

親族外承継セミナー（3月27日開催）

岡本税理士

1993年10月1日　広島国際会議場（中国新聞社提供）

小山社労士

1992年6月1日　接見妨害国賠弁護団による記者会見（古田弁護士：写真中央）1992年6月1日　接見妨害国賠弁護団による記者会見（古田弁護士：写真中央）
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